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（ 要 旨 ） 

  新宿区において、世界保健機関の資料等に基づき、第１ デング熱及び重症デング熱

対策、第２ 顧みられない熱帯病（NTD）対策をしてください。 

 

（ 理 由 ） 

第１ 「デング熱及び重症デング熱」対策 

  （１）厚生労働省健康局結核感染症課、国立感染症研究所 また、東京都福祉保健局 

健康安全部 環境保健衛生課 指導係および東京都感染症情報センター等の関連

組織において、様々な情報が提供されている。 

  （２）新宿区においても本事案が発症した平成２６年８月下旪に、直ちに区役所関係

事業部門と地域住民・区民からの情報提供を真摯に取り上げ、デング熱対策の会

議を行っていると聞き及んでいる。 

  （３）よって、新宿区がデング熱の発症から平成２６年９月までに実施した諸施策と

措置をタイムライン形式で、部門別且つ項目別の様式で一覧表にして、区議会の

然るべき常任委員会（複数であることを妨げない）に提出頂きたい。 

  第２ 「顧みられない熱帯病」対策 

    併せて、本邦国土が次第に亜熱帯地域化している現状に鑑み、危機管理の一環と

して区民の安全と安心を図るために、早急に以下の感染症についての対策を採るた

めの組織作りに着手されたい。 

＊補 遺（蚊が媒介する感染症） 

第１のデング熱については、 

<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs117/en/>  を、 

第２のNTDについては、 

<http://www.who.int/neglected_diseases/mediacentre/WHA_66.12_Eng.pdf?ua=1> 

を参照されたい。 

「また特に同じく蚊を媒介とするウエストナイル熱（イエカ、ヤブカ）及びチクングニ

ア熱（ヒトスジシマカ）が北米で各々１９９９年、２０１４年に発症しているようで

あり、検疫の観点から要注意感染症であると考えられる。東京２０２０オリンピック・

パラリンピックの主要開催施設のある新宿区においては、厚生労働省の検疫体制を待

つだけでは、区民・住民の保健予防・健康管理を十全に行い得ないと思料するもので

ある。」           
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